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東葛中部地区総合開発事務組合議会  

令和５年第１回定例会会議録  

 

───────○─────── 

令和５年１月３０日（月）午後３時００分開議  

 

議事日程  

 日程第  １  管理者選挙  

 日程第  ２  会期の決定  

 日程第  ３  会議録署名議員の指名  

日程第  ４  議案第 1 号  東葛中部地区総合開発事務組合個人情報の

保護に関する法律施行条例の制定について  

日程第  ５  議案第２号  地方公務員法の一部を改正する法律の施行

に伴う関係条例の整備に関する条例の制定に

ついて  

日程第  ６  議案第３号  東葛中部地区総合開発事務組合職員高齢者

部分休業条例の制定について  

日程第  ７  議案第４号  職員の身分等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について  

日程第  ８  議案第５号  東葛中部地区総合開発事務組合経費の分賦

率を定める条例の一部を改正する条例の制定

について  

日程第  ９  議案第６号  令和５年度東葛中部地区総合開発事務組合

一般会計予算について  

日程第１０  一般報告  

日程第１１  一般質問  

─────────────── 

本日の会議に付した事件  

 議事日程のほかに次の事件を付した  

  副管理者選挙  

─────────────── 

出席議員（６名）  

１番   井  崎  義  治  君    ２番   森    亮  二  君  

３番   加  藤  雅  美  君    ４番   円  谷  憲  人  君  

５番   星  野  順一郎  君    ６番   甲  斐  俊  光  君  

─────────────── 

説明のため議場へ出席した者  

 副管理者  太  田  和  美  君   代表監査委員 山  﨑  直  人  君  
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 会計管理者  藤  本  裕  司  君   事務局長  丸  山  正  晃  君  

 主  管  者  稲荷田  修  一  君   主  管  者  伊  藤  紀  幸  君  

 主  管  者  高見澤    隆  君   総務課長  秋  元  敏  男  君  

 斎  場  長  荒  井  真  実  君   周辺整備室長 片  桐    司  君  

─────────────── 

職務のため議場へ出席した者  

  総務 課主 幹 吉  澤    誠  君  

───────○─────── 

午後３時００分開会  

○議長（甲斐俊光君）  ただ今から、東葛中部地区総合開発事務組合議

会、令和５年第１回定例会を開会いたします。  

───────○─────── 

午後３時００分開議  

○議長（甲斐俊光君）  直ちに会議を開きます。  

─────────────── 

○議長（甲斐俊光君）  定例会招集の挨拶並びに事業報告については、

現在、管理者の職務代理者を務めております太田副管理者から提出され

ておりますので、御手元の印刷物により御了承願います。  

─────────────── 

○議長（甲斐俊光君）  ここで御紹介をいたします。  

我孫子市長に当選されました、星野順一郎議員が組合規約第５条第２

項の規定により出席しております。  

星野順一郎議員の挨拶を許します。  

〔５番議員  星野順一郎君挨拶〕  

○５番議員（星野順一郎君）  我孫子の星野です。また戻ってまいりま

した。４年間引き続きよろしくお願いします。  

─────────────── 

○議長（甲斐俊光君）  日程に入るに先立ち報告をいたします。  

地方自治法第１２１条の規定による説明員の出席要求に対し、当局よ

り説明員の職及び氏名の通知がありました。  

また、監査委員から令和４年７月分から１１月分に関する例月現金出

納検査の結果報告がありました。  

いずれも各位の御手元に配付の印刷物により、御了承願います。  

以上で報告を終わります。  

───────○─────── 

○議長（甲斐俊光君）  日程第１、管理者選挙を議題に供します。  

管理者が組合規約第８条第１項の規定により、令和５年１月２４日を

もって管理者の職でなくなったので、管理者が空席となっております。  
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組合規約第７条第２項の規定により選挙を行います。  

会議規則第１０条の規定により、選挙の方法についてお諮りいたしま

す。  

〔「議長」と呼ぶ者あり。〕  

○１番議員（井崎義治君）  議長。  

○議長（甲斐俊光君）  井崎義治議員。  

○１番議員（井崎義治君）  管理者選挙の方法につきましては、慣例に

よりまして、指名推選の方法にいたしたいと思いますので、お諮りをお

願いいたします。  

○議長（甲斐俊光君）  お諮りいたします。  

ただいま井崎義治議員から、指名推選の方法によるという発言がござ

いました。  

これに御異議ございませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり。〕  

○議長（甲斐俊光君）  御異議なしと認めます。  

よって、選挙は指名推選による方法と決しました。  

お諮りいたします。  

井崎義治議員を、管理者の指名推選者にいたしたいと思います。  

これに御異議ございませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり。〕  

○議長（甲斐俊光君）  御異議なしと認めます。  

よって、井崎義治議員において指名することに決しました。  

井崎義治議員。  

○１番議員（井崎義治君）  管理者には、柏市長の太田和美副管理者を

指名推選いたしたいと思いますので、お諮りをお願いいたします。  

○議長（甲斐俊光君）  お諮りいたします。  

管理者には、井崎義治議員において指名推選のありました、柏市長の

太田和美副管理者ということでございますが、これに御異議ございませ

んか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり。〕  

○議長（甲斐俊光君）  御異議なしと認めます。  

よって、ただいま指名推選のありました、柏市長であります、太田和

美副管理者が管理者に当選されました。  

ただいま、管理者に当選されました太田和美副管理者が場内におられ

ますので、本席から会議規則第１１条第２項の規定による当選の告知を

いたします。  

管理者に当選されました、太田和美副管理者の挨拶を許します。  

〔管理者  太田和美君挨拶〕  
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○管理者（太田和美君）  このたび、管理者に御指名をいただきました

太田和美でござます。円滑な運営に努めてまいりたいと思いますのでよ

ろしくお願いいたします。  

○議長（甲斐俊光君）  こ こ で 暫時休憩いたします。  

午後３時０４分休憩  

───────○─────── 

午後３時０５分再開  

○議長（甲斐俊光君）  会議を再開いたします。  

───────○─────── 

○議長（甲斐俊光君）  ただいま副管理者が管理者に当選いたしました

ので、副管理者が欠員となりました。  

この際、会議規則第８条の規定により、副管理者選挙を日程に追加し、

選挙を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり。〕  

○議長（甲斐俊光君）  御異議なしと認めます。  

よって、副管理者選挙を日程に追加し選挙を行います。  

会議規則第１０条の規定により、選挙の方法についてお諮りいたしま

す。  

〔「議長」と呼ぶ者あり。〕  

○５番議員（星野順一郎君）  議長。  

○議長（甲斐俊光君）  星野順一郎議員。  

○５番議員（星野順一郎君）  副管理者選挙の方法につきましては、慣

例によって、指名推選の方法でお願いしたいと思います。お諮りをお願

いします。  

○議長（甲斐俊光君）  お諮りいたします。  

ただいま星野順一郎議員から、指名推選の方法によるという発言がご

ざいました。  

これに御異議ございませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり。〕  

○議長（甲斐俊光君）  御異議なしと認めます。  

よって、選挙は指名推選による方法と決まりました。  

お諮りいたします。  

星野順一郎議員を、副管理者の指名推選者にいたしたいと思います。

これに御異議ございませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり。〕  

○議長（甲斐俊光君）  御異議なしと認めます。  

よって、星野順一郎議員において指名することに決まりました。  

星野順一郎議員。  
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○５番議員（星野順一郎君）  副管理者につきましては、流山市長の井

崎議員を指名推選したいと思います。  

お諮りをお願いします。  

○議長（甲斐俊光君）  お諮りいたします。  

副管理者には、星野順一郎議員において指名推選のありました、流山

市長の井崎義治議員ということでございますが、これに御異議ございま

せんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり。〕  

○議長（甲斐俊光君）  御異議なしと認めます。  

よって、ただいま指名推選のありました、流山市長の井崎義治議員が

副管理者に当選いたしました。  

会議規則第１１条第２項の規定による当選の告知をいたします。  

副管理者に当選されました、井崎義治議員の挨拶を許します。  

〔副管理者  井崎義治君挨拶〕  

○副管理者（井崎義治君）  職責をしっかり果たしてまいります。どう

ぞよろしくお願いいたします。  

○議長（甲斐俊光君）  こ こ で 暫時休憩いたします。  

午後３時０７分休憩  

───────○─────── 

午後３時０８分再開  

○議長（甲斐俊光君）  会議を再開いたします。  

───────○─────── 

○議長（甲斐俊光君）  日程第２、会期の決定を議題といたします。  

お諮りいたします。  

会期は会議規則第４条第１項の規定により、本日１日と定めたいと思

います。  

これに御異議ございませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり。〕  

○議長（甲斐俊光君）  御異議なしと認めます。  

よって、会期は本日１日と決まりました。  

───────○─────── 

○議長（甲斐俊光君）  日程第３、会議録署名議員の指名をいたします。  

会議録署名議員は、会議規則第１９条の規定により、議長において、

森  亮二議員及び円谷憲人議員を指名いたします。  

───────○─────── 

○議長（甲斐俊光君）  日程第４、議案を上程いたします。  

議案第１号を議題に供します。  

〔末尾参照〕  
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○議長（甲斐俊光君）  説明を求めます。事務局長。  

○事務局長（丸山正晃君）  議案第 1 号につきましては、御手元に配付

してあります、事務局議案説明書の 1 ページのとおりでございます。  

○議長（甲斐俊光君）  説明が終わりましたので質疑に入ります。  

発言を許します。質問はございませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり。〕  

○議長（甲斐俊光君）  ないものと認めます。  

よって、質疑を打ち切ります。  

採決を行います。  

議案第１号を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。  

〔挙手全員〕  

○議長（甲斐俊光君）  挙手全員でございます。  

よって、議案第１号は原案のとおり可決されました。  

───────○─────── 

○議長（甲斐俊光君）  日程第５、議案第２号を議題に供します。  

〔末尾参照〕  

○議長（甲斐俊光君）  説明を求めます。事務局長。  

○事務局長（丸山正晃君）  議案第２号につきましては、御手元に配付

してあります、事務局議案説明書の３ページのとおりでございます。  

○議長（甲斐俊光君）  説明が終わりましたので質疑に移ります。  

発言を許します。質問はございませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり。〕  

○議長（甲斐俊光君）  ないものと認めます。  

よって、質疑を打ち切ります。  

採決を行います。  

議案第２号を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。  

〔挙手全員〕  

○議長（甲斐俊光君）  挙手全員でございます。  

よって、議案第２号は原案のとおり可決されました。  

───────○─────── 

○議長（甲斐俊光君）  日程第６、議案第３号を議題に供します。  

〔末尾参照〕  

○議長（甲斐俊光君）  説明を求めます。事務局長。  

○事務局長（丸山正晃君）  議案第３号につきましては、御手元に配付

してあります、事務局議案説明書の５ページのとおりでございます。  

○議長（甲斐俊光君）  説明が終わりましたので質疑に入ります。  

発言を許します。質問はございませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり。〕  
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○議長（甲斐俊光君）  ないものと認めます。  

よって、質疑を打ち切ります。  

採決を行います。  

議案第３号を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。  

〔挙手全員〕  

○議長（甲斐俊光君）  挙手全員でございます。  

よって、議案第３号は原案のとおり可決されました。  

───────○─────── 

○議長（甲斐俊光君）  日程第７、議案第４号を議題に供します。  

〔末尾参照〕  

○議長（甲斐俊光君）  説明を求めます。事務局長。  

○事務局長（丸山正晃君）  議案第４号につきましては、御手元に配付

してあります、事務局議案説明書の６ページのとおりでございます。  

○議長（甲斐俊光君）  説明が終わりましたので質疑に入ります。  

発言を許します。質問はございませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり。〕  

○議長（甲斐俊光君）  ないものと認めます。  

よって、質疑を打ち切ります。  

採決を行います。  

議案第４号を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。  

〔挙手全員〕  

○議長（甲斐俊光君）  挙手全員でございます。  

よって、議案第４号は原案のとおり可決されました。  

───────○─────── 

○議長（甲斐俊光君）  日程第８、議案第５号を議題に供します。  

〔末尾参照〕  

○議長（甲斐俊光君）  説明を求めます。事務局長。  

○事務局長（丸山正晃君）  議案第５号につきましては、御手元に配付

してあります、事務局議案説明書の７ページのとおりでございます。  

○議長（甲斐俊光君）  説明が終わりましたので質疑に入ります。  

発言を許します。質問はございませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり。〕  

○議長（甲斐俊光君）  ないものと認めます。  

よって、質疑を打ち切ります。  

採決を行います。  

議案第５号を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。  

〔挙手全員〕  

○議長（甲斐俊光君）  挙手全員でございます。  
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よって、議案第５号は原案のとおり可決されました。  

───────○─────── 

○議長（甲斐俊光君）  日程第９、議案第６号を議題に供します。  

〔末尾参照〕  

○議長（甲斐俊光君）  説明を求めます。事務局長。  

○事務局長（丸山正晃君）  議案第６号につきましては、御手元に配付

してあります、事務局議案説明書の８ページのとおりでございます。  

○議長（甲斐俊光君）  説明が終わりましたので質疑に入ります。  

発言を許します。質問はございませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり。〕  

○議長（甲斐俊光君）  ないものと認めます。  

よって、質疑を打ち切ります。  

採決を行います。  

議案第６号を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。  

〔挙手全員〕  

○議長（甲斐俊光君）  挙手全員でございます。  

よって、議案第６号は原案のとおり可決されました。  

───────○─────── 

○議長（甲斐俊光君）  日程第１０、一般報告を行います。  

お諮りいたします。  

一般報告につきましては、別紙印刷物をもって省略いたしたいと思い

ますが、これに御異議ございませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり。〕  

○議長（甲斐俊光君）  御異議なしと認めます。  

よって、一般報告は別紙印刷物をもって省略いたします。  

───────○─────── 

○議長（甲斐俊光君）  日程第１１、一般質問を行います。  

質問を許します。質問はございませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり。〕  

○議長（甲斐俊光君）  ないものと認めます。  

よって、一般質問を終結いたします。  

─────────────── 

○議長（甲斐俊光君）  以上をもちまして、今期定例会に付議されまし

た事件等は、すべて議了いたしました。  

これをもちまして、東葛中部地区総合開発事務組合議会令和５年第１

回定例会を閉会いたします。  

お疲れさまでした。  

午後３時１６分閉会  
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会議規則第１９条の規定により下記に署名する。  

 

 令和５年  ２月２２日  

  

 

 

議会議長     甲  斐  俊  光  

 

 

 

議会議員     森    亮  二  

 

 

 

             議会議員     円  谷  憲  人  
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資料 
 

 

令和５年１月３０日  

 

東葛中部地区総合開発事務組合 

令和５年第１回定例会 

議案  

 

議案第１号～議案第６号  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東葛中部地区総合開発事務組合  

 

 



 

 

 

 

 



 

 

                        議案第１号   

 

 

東葛中部地区総合開発事務組合個人情報の保護に関す

る法律施行条例の制定について  

 

 

 東葛中部地区総合開発事務組合個人情報の保護に関する法律施行

条例を次のとおり制定する。  

 

 

  令和  ５年  １月３０日提出  

 

 

               東葛中部地区総合開発事務組合  

                管理者職務代理者  

               東葛中部地区総合開発事務組合  

副管理者   太  田  和  美  

 

 

 

 

 

 

   提案理由  

 個人情報の保護に関する法律の改正に伴い，同法の施行に関し必

要な事項を定めたいので提案する。  



 

 

東葛中部地区総合開発事務組合条例第   号  

 

東葛中部地区総合開発事務組合個人情報の保護に関す

る法律施行条例  

 

 （趣旨）  

第１条  この条例は，個人情報の保護に関する法律（平成１５年法  

律第５７号。以下「法」という。）の施行に関し必要な事項を定

めるものとする。  

 （定義）  

第２条  この条例において使用する用語は，法及び個人情報の保護

に関する法律施行令（平成１５年政令第５０７号。以下「令」と

いう。）において使用する用語の例による。  

 （条例個人情報ファイル簿の作成及び公表）  

第３条  組合の機関（管理者及び監査委員をいう。以下同じ。）は，

個人情報ファイル（法第７４条第２項第９号に掲げる個人情報フ

ァイルに限る。）について，個人情報ファイル簿とは別に，それ

ぞれ同条第１項第１号から第７号まで，第９号及び第１０号並び

に令第２１条第６項に掲げる事項を記載した帳簿（以下「条例個

人情報ファイル簿」という。）を作成し，公表しなければならな

い。  

２  前項の規定は，次に掲げる個人情報ファイルについては，適用

しない。  

 (1) 法第７４条第２項第１号から第８号まで及び第１０号に掲げ

る個人情報ファイル  

 (2) 前項又は法第７５条第１項の規定による公表に係る個人情報

ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した

個人情報ファイルであって，その利用目的，記録項目及び記録

範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの  

 (3) 法第６０条第２項第２号に係る個人情報ファイルで，その利

用目的及び記録範囲が前項又は法第７５条第１項の規定による

公表に係る法第６０条第２項第１号に係る個人情報ファイルの

利用目的及び記録範囲の範囲内であるもの  



 

 

３  第１項の規定にかかわらず，組合の機関は，記録項目の一部若

しくは法第７４条第１項第５号若しくは第７号に掲げる事項を条

例個人情報ファイル簿に記載し，又は個人情報ファイ ルを条例個

人情報ファイル簿に掲載することにより，利用目的に係る事務又

は事業の性質上，当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を

及ぼすおそれがあると認めるときは，その記録項目の一部若しく

は事項を記載せず，又はその個人情報ファイルを条例個人情報フ

ァイル簿に掲載しないことができる。  

 （開示請求の手続）  

第４条  開示請求書には，法第７７条第１項各号に掲げる事項のほ

か，組合の機関が定める事項を記載しなければならない。  

 （開示情報）  

第５条  法第７８条第２項の規定により読み替えて適用する同条第

１項の開示することとされている情報として条例で定めるものは，

東葛中部地区総合開発事務組合情報公開条例（平成１５年東葛中

部地区総合開発事務組合条例第５号）第７条第２号ウに掲げる情

報のうち，当該公務員等の氏名に係る部分とする。  

 （開示決定等の期限）  

第６条  開示決定等は，開示請求があった日から１４日以内にしな

ければならない。ただし，法第７７条第３項の規定により補正を

求めた場合にあっては，当該補正に要した日数は，当該期間に算

入しない。  

２  前項の規定にかかわらず，組合の機関は，事務処理上の困難そ

の他正当な理由があるときは，同項に規定する期間を３０日以内

に限り延長することができる。この場合において， 組合の機関は，

開示請求者に対し，遅滞なく，延長後の期間及び延長の理由を書

面により通知しなければならない。  

 （開示決定等の期限の特例）  

第７条  開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため，開

示請求があった日から４４日以内にその全てについて開示決定等

をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある

場合には，前条の規定にかかわらず，組合の機関は，開示請求に

係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決



 

 

定等をし，残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決

定等をすれば足りる。この場合において，組合の機関は，同条第

１項に規定する期間内に，開示請求者に対し，次に掲げる事項を

書面により通知しなければならない。  

  (1) この条の規定を適用する旨及びその理由  

  (2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限  

 （費用負担）  

第８条  保有個人情報の開示請求に係る手数料は，徴収しない。  

２  開示決定に基づく保有個人情報の開示に係る文書又は図画の 写

しの交付を受ける者は，組合の機関が定める額の当該写しの交付

に要する費用を負担しなければならない。  

３  開示決定に基づく保有個人情報の開示に係る電磁的記録の開示

を受ける者は，当該電磁的記録の種別に応じ，組合の機関が定め

る開示の実施の方法ごとに組合の機関が定める額の当該開示の実

施に要する費用を負担しなければならない。  

 （審査会への諮問）  

第９条  組合の機関は，法第３章第３節の施策を講じる場合のほか，

次の各号のいずれかに該当する場合において，個人情報の適 正な

取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くこ とが特

に必要であると認めるときは，東葛中部地区総合開発事務組合行

政不服及び情報公開・個人情報保護審査会条例（平成１７年東葛

中部地区総合開発事務組合条例第３号）第１条に規定する東葛中

部地区総合開発事務組合行政不服及び情報公開・個人情報保護審

査会に諮問することができる。  

 (1) この条例の規定を改正し，又は廃止しようとする場合  

 (2) 法第６６条第１項の規定に基づき講じる措置の基準を定めよ

うとする場合  

 (3) 前２号の場合のほか，組合の機関における個人情報の取扱い

に関する運用上の細則を定めようとする場合  

 （委任）  

第１０条  この条例の施行に関し必要な事項は，組合の機関が別に

定める。  

 



 

 

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は，令和５年４月１日から施行する。  

 （東葛中部地区総合開発事務組合個人情報保護条例の廃止）  

２  東葛中部地区総合開発事務組合個人情報保護条例（平成１７年

東葛中部地区総合開発事務組合条例第２号。以下「旧条例」とい

う。）は，廃止する。  

 （経過措置）  

３  この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に旧条例第

１５条，第３１条又は第３９条の規定による請求（以下「旧開示

請求等」という。）がされた場合における旧条例に規定する保有

個人情報の開示，訂正及び利用停止その他の行為については，な

お従前の例による。  

４  施行日前にされた旧開示請求等に係る旧条例第４５条の規定の

適用については，なお従前の例による。  

５  施行日前にした行為に対する罰則の適用については，なお従前

の例による。  

６  次に掲げる者に係る旧条例第１０条の規定によるその業務に関

して知り得た旧条例第２条第２項に規定する個人情報（以下「旧

個人情報」という。）の内容をみだりに他人に知らせ，又は不当

な目的に利用してはならない義務については，この 条例の施行後

も，なお従前の例による。  

 (1) この条例の施行の際現に旧条例第２条第１項に規定する実施

機関（以下「旧実施機関」という。）の職員である者又は施行

日前において旧実施機関の職員であった者のうち，施行日前に

おいて旧個人情報の取扱いに従事していた者  

 (2) 施行日前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託

を受けた業務に従事していた者  

 (3) 施行日前において指定管理者が行う公の施設の管理に係る業

務に従事していた者  

７  次に掲げる者が，正当な理由がないのに，施行日前において旧

実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧

条例第２条第４項に規定する個人情報データベース（その全部又



 

 

は一部を複製し，又は加工したものを含む。）をこの条例の施行

後に提供したときは，２年以下の懲役又は１００万円以下の罰金

に処する。  

 (1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は施行

日前において旧実施機関の職員であった者  

 (2) 前項第２号に掲げる者  

８  附則第６項第３号に掲げる者が，正当な理由がないのに，施行

日前において指定管理者が保有していた個人の秘密に属する事項

が記録されたデータベース（旧個人情報を含む情報の集合物のう

ち，当該公の施設の管理に係る特定の旧個人情報を電子 計算機を

用いて検索することができるように体系的に構成したものをいい，

その全部又は一部を複製し，又は加工したものを含む。）をこの

条例の施行後に提供したときも，前項と同様とする。  

９  附則第７項各号に掲げる者又は前項に規定する者が，その業務

に関して知り得た施行日前において旧実施機関又は指定管理者が

保有していた旧条例第２条第３項に規定する保有個人情報をこの

条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提

供し，又は盗用したときは，１年以下の懲役又は５０万円以下の

罰金に処する。  

１０  前３項の規定は，本組合を組織する地方公共団体の区域外に

おいてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。  

 （東葛中部地区総合開発事務組合情報公開条例の一部改正）  

１１  東葛中部地区総合開発事務組合情報公開条例の一部を次のよ

うに改正する。  

  第１７条第３項中「東葛中部地区総合開発事務組合個人情報保

護条例（平成１７年東葛中部地区総合開発事務組合条例第２号）

第２条第３項」を「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法

律第５７号）第６０条第１項」に，「同条例」を「同 法」に改め

る。  

 （東葛中部地区総合開発事務組合行政不服及び情報公開・個 人情

報保護審査会条例の一部改正）  

１２  東葛中部地区総合開発事務組合行政不服及び情報公開・個人

情報保護審査会条例の一部を次のように改正する。  



 

 

  第２条第１号中「東葛中部地区総合開発事務組合個人情報保護

条例（平成１７年東葛中部地区総合開発事務組合条例第２号）第

４６条第１項」を「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法

律第５７号）第１０５条第３項において準用する同条第１項」に

改め，同条第２号を削り，同条第３号中「前２号」を「前号」に

改め，同号を同条第２号とし，同条中第４号を第３号とする。  

  第６条に次の２項を加える。  

４  前２項の規定にかかわらず，感染症のまん延の防止の必要そ

の他のやむを得ない事情があると会長が認めるときは，委員に

議事（第２条第２号の規定に係るものに限る。）に係る意見を

求め，その半数以上から意見書の提出があった場合に限り，会

長の決定をもって会議の議決に代えることができる。  

５  会長は，前項の規定による決定をしたときは，遅滞なく，当

該決定について委員に報告しなければならない。  

  第７条第１項前段中「東葛中部地区総合開発事務 組合個人情報

保護条例第２２条第１項」を「個人情報の保護に関する法律第７

８条第１項第４号」に，「同条例第３５条第１項」を「同法第９

４条第１項」に，「同条例第４３条第１項」を「同法第１０２条

第１項」に，「東葛中部地区総合開発事務組合個人情報保護条例

第５０条」を「同法第１２７条」に，「東葛中部地区総合開発事

務組合個人情報保護条例第２条第３項」を「同法第６０条第１項

」に改める。  

  第１２条中「第４号」を「第３号」に改める。  

 （東葛中部地区総合開発事務組合行政不服及び情報公開・個人情

報保護審査会条例の一部改正に伴う経過措置）  

１３  施行日前に旧条例第４６条第１項の規定による諮問がさ れた

場合における当該諮問に係る調査審議については，なお従前の例

による。  

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

                        議案第２号   

 

 

地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条

例の整備に関する条例の制定について  

 

 

地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備

に関する条例を次のとおり制定する。  

 

 

  令和  ５年  １月３０日提出  

 

 

               東葛中部地区総合開発事務組合  

                管理者職務代理者  

               東葛中部地区総合開発事務組合  

                副管理者   太  田  和  美  

 

 

 

 

 

 

   提案理由  

 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴い，関係条例の整

備を行いたいので提案する。  

 



 

 

東葛中部地区総合開発事務組合条例第  号  

 

地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係

条例の整備に関する条例  

 

 （東葛中部地区総合開発事務組合職員の定年等に関する条例 の一

部改正）  

第１条  東葛中部地区総合開発事務組合職員の定年等に関する条例

（昭和５９年東葛中部地区総合開発事務組合条例第３号）の一部

を次のとおり改正する。  

本則中「柏市職員の定年等に関する条例（昭和５９年柏市条例

第２５号）」を「柏市職員定年等条例（昭和５９年柏市条例第２

５号）」に改める。  

本則に後段として次のように加える。  

この場合において，同条例中「組合」とあるのは，「東葛中

部地区総合開発事務組合を組織する地方公共団体」と読み替

えるものとする。  

 （東葛中部地区総合開発事務組合職員再任用条例の廃止 ）  

第２条  東葛中部地区総合開発事務組合職員再任用条例（平成１６

年東葛中部地区総合開発事務組合条例第２号）は，廃止する。  

（東葛中部地区総合開発事務組合人事行政の運営等の状況の公表

に関する条例の一部改正）  

第３条  東葛中部地区総合開発事務組合人事行政の運営等の状況の

公表に関する条例（平成１８年東葛中部地区総合開発事務組合条

例第１号）の一部を次のように改正する。  

 第３条各号列記以外の部分中「第２８条の５第１項」を「第２

２条の４第１項」に改める。  

第５条第２号中「不服申立て」を「審査請求」に改める。  

 

   附  則  

 この条例は，令和５年４月１日から施行する。  



 

 

議案第３号   

 

 

東葛中部地区総合開発事務組合職員高齢者部分休業条例

の制定について  

 

 

東葛中部地区総合開発事務組合職員高齢者部分休業条例を次のと

おり制定する。  

 

 

  令和  ５年  １月３０日提出  

 

 

               東葛中部地区総合開発事務組合  

                管理者職務代理者  

東葛中部地区総合開発事務組合  

 副管理者   太  田  和  美  

 

 

 

 

 

 

提案理由  

 地方公務員法第２６条の３の規定により，職員の高齢者部分休業

に関し必要な事項を定めたいので提案する。  

 



 

 

東葛中部地区総合開発事務組合条例第   号  

 

東葛中部地区総合開発事務組合職員高齢者部分休業条

例  

 

東葛中部地区総合開発事務組合職員の高齢者部分休業等について

は，柏市職員高齢者部分休業条例（令和４年柏市条例第 ２３号）の

例による。  

 

附  則  

 この条例は，令和５年４月１日から施行する。  



 

 

                        議案第４号   

 

 

職員の身分等に関する条例の一部を改正する条例の 制

定について  

 

 

職員の身分等に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制

定する。  

 

 

  令和  ５年  １月３０日提出  

 

 

               東葛中部地区総合開発事務組合  

                管理者職務代理者  

               東葛中部地区総合開発事務組合  

                副管理者   太  田  和  美  

 

 

 

 

 

 

   提案理由  

 準用する柏市条例の名称に変更があったため，提案する。  

 

 



 

 

東葛中部地区総合開発事務組合条例第   号  

 

職員の身分等に関する条例の一部を改正する条例  

 

第２条第１号中「柏市職員の服務の宣誓に関する条例」を「柏

市職員服務宣誓条例」に改める。  

 

   附  則  

この条例は，公布の日から施行する。  

 



 

議案第５号   

 

 

東葛中部地区総合開発事務組合経費の分賦率を定める条  

例の一部を改正する条例の制定について  

 

 

東葛中部地区総合開発事務組合経費の分賦率を定める条例の一部

を改正する条例を次のとおり制定する。  

 

 

令和  ５年  １月３０日提出  

 

 

               東葛中部地区総合開発事務組合  

                管理者職務代理者  

               東葛中部地区総合開発事務組合  

                副管理者   太  田  和  美  

 

 

 

 

 

 

   提案理由  

関係市に分賦する経費の分賦率を改めたいので提案する 。  

 



 

東葛中部地区総合開発事務組合条例第   号  

 

東葛中部地区総合開発事務組合経費の分賦率を定める条  

例の一部を改正する条例  

 

東葛中部地区総合開発事務組合経費の分賦率を定める条例（平成

１８年東葛中部地区総合開発事務組合条例第４号）の一部を次のよ

うに改正する。  

 

本則各号を次のように改める。  

(1) 総務費に関する分賦率  

柏   市   １００分の５３．６  

流  山  市   １００分の２７．４  

我孫子市   １００分の１９．０  

(2) 民生費に関する分賦率  

柏   市   １００分の５４．１  

流  山  市   １００分の２６．１  

我孫子市   １００分の１９．８  

(3) 障害者支援施設及び共同生活援助事業所の建設並びに建設に

係る債務の償還に関する分賦率  

柏   市   １００分の５０．２  

流  山  市   １００分の２６．７  

我孫子市   １００分の２３．１  

(4) 衛生費に関する分賦率  

柏   市   １００分の５３．５  

流  山  市   １００分の２６．４  

我孫子市   １００分の２０．１  

(5) 斎場の建設並びに建設に係る債務の償還に関する分賦率  

柏   市   １００分の５０．１  

流  山  市   １００分の２７．２  

我孫子市   １００分の２２．７  

 

 



 

附  則  

この条例は，令和５年４月１日から施行する



 



 

議案第６号   

 

 

令和５年度東葛中部地区総合開発事務組合一般会計予算  

について  

 

 

令和５年度東葛中部地区総合開発事務組合一般会計予算を次のと

おり定める。  

 

 

令和  ５年  １月３０日提出  

 

 

東葛中部地区総合開発事務組合  

管理者職務代理者  

東葛中部地区総合開発事務組合  

副管理者   太  田  和  美  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

令和５年度東葛中部地区総合開発事務組合一般会計予算  

 

令和５年度東葛中部地区総合開発事務組合の一般会計予算は，次

に定めるところによる。  

 

（歳入歳出予算）  

第１条  歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ７６２，８６４

千円と定める。  

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１  

表  歳入歳出予算」による。  

 （歳出予算の流用）  

第２条  地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により，歳出

予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のと

おりと定める。  

各項に計上した給料，職員手当等及び共済費に係る予算額に

過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各

項の間の流用  

 



 

第１表 歳入歳出予算 

 

歳 入                             （単位 千円） 

款 項 金 額 

１ 分担金及び負担金  553,462 

１ 負担金 553,462 

２ 使用料及び手数料  110,505 

１ 使用料 110,469 

２ 手数料 36 

４ 財産収入  1 

１ 財産運用収入 1 

５ 寄附金  1 

１ 寄附金 1 

６ 繰入金  80,000 

１ 基金繰入金 80,000 

７ 繰越金  3 

１ 繰越金 3 

８ 諸収入  18,892 

１ 預金利子 1 

２ 雑入 18,891 

歳 入 合 計 762,864 

 

 

 



 

歳 出                              （単位 千円） 

款 項 金 額 

２ 総務費  54,047 

１ 総務管理費 53,990 

２ 監査委員費 57 

３ 民生費  54,509 

１ 社会福祉費 54,509 

４ 衛生費  515,489 

１ 保健衛生費 515,489 

５ 公債費  128,819 

１ 公債費 128,819 

６ 予備費  10,000 

１ 予備費 10,000 

歳 出 合 計 762,864 

 

 


